
在宅勤務により在宅時間が増えた配偶者の家庭内暴力が悪
化した。身の危険を感じるが、どうしたらよいか…

たとえば

などなど

【インターネットでの相談予約】 （24間受付）

相談をご希望の方は

相談無料
（2024年12月27日まで）

「緊急小口資金等の特例貸付」の返済の目処がたたない…
返還免除も受けることが出来なかった…

https://www.horitsu-sodan.jp/

【お電話での相談予約】
裏面をご覧いただき、ご希望の法律相談センターに

お電話ください。

〇ご予約の日時に、対象の法律相談センターにお越しいただきます。
〇東京都内の法律相談センターの場所や、法律相談の種類は裏面を
ご確認ください。

https://www.horitsu-sodan.jp/


法律相談の種類 ※相談種類の横のカッコ内はその相談を実施するセンターを表します。

①一般相談 （新宿・霞が関・蒲田・池袋・錦糸町・四谷・渋谷・八王子・立川・町田）
賃貸契約（家賃滞納）、経営に関する相談、その他の損害賠償、債権回収など

②家庭相談 （新宿・錦糸町）
離婚、相続、DVなど、ご家族や親族間での問題

③労働相談 （新宿・蒲田・池袋・錦糸町・渋谷・立川）
解雇、休業手当、賃金不払い、内定取消、労働条件変更、残業代、パワハラ・セクハラなど

④消費者相談 （新宿・池袋・錦糸町）
契約キャンセル、悪徳商法、給付金詐欺、インターネット被害、投資・金融被害等による被害など

⑤外国人相談 （新宿・蒲田）
在留資格や国際結婚など（通訳が必要な方のご相談を含みます。）

⑥医療相談 （新宿・池袋）
医療ミスや後遺症などの医療に関する問題

⑦女性の権利相談 （池袋・錦糸町・渋谷・四谷）
DVやセクハラ、ストーカー被害など、女性がかかえる様々な問題

⑧相続相談 （渋谷）
相続、遺言、遺産分割、その他相続に関する相談

⑨建築相談 （四谷）
欠陥住宅やリフォーム問題など、建築に関する問題

⑩債務整理相談（新宿・蒲田・池袋・錦糸町・四谷・渋谷・八王子・立川・町田）
破産、債務整理、過払い金、コロナ版ローン減免制度など、お金の問題に関する相談

⑪生活保護相談 （蒲田・池袋）
生活保護の申請や審査請求など、生活保護に関する相談

東京都内の法律相談センター（事前予約制）
※ご希望の法律相談を実施しているセンターにお電話いただいてご予約ください。

予約受付電話番号 受付日時（※祝祭日・年末年始を除く）

・新宿総合法律相談センター 03-6205-9531 月～土 9:30～16:30
・霞が関法律相談センター 03-3581-1511 月～金 9:30～16:30
・蒲田法律相談センター 03-5714-0081 月・火・日 9:30～16:30

水・木・金 12:30～19:30
・錦糸町法律相談センター 03-5625-7336 月～土 9:30～16:30
・池袋法律相談センター 03-5979-2855 月・水・金・土 9:30～16:00

火・木 12:30～17:00
・四谷法律相談センター 03-5312-2818 月～金 9:30～18:00

土 12:00～15:00
・渋谷法律相談センター 03-5428-5587 月～金 9:00～17:00
・八王子法律相談センター 042-645-4540 月～土 9:30～16:30
・立川法律相談センター 042-548-7790 月～土 9:30～16:30
・町田法律相談センター 042-732-3904 水・金・土 13:00～18:00

火・木 15:00～20:00

相談料金
上記①～⑨の相談：30分5,500円(税込) ※③の労働者側相談は初回30分無料

※錦糸町・池袋センターは30分2,200円(税込)
上記⑩～⑪の相談：相談料無料

【新型コロナウイルス関連相談の無料キャンペーン実施中（2024年12月27日まで）】
2024年12月27日まで、新型コロナウイルス感染症に関連する有料の相談について、初回30分の

相談料を無料（同一事案１回まで）とするキャンペーンを実施しています。該当する場合はご予約時
に「新型コロナ関連の相談です」とお伝えください。（30分を超えて相談する場合は延長料金がかかり
ます。また、弁護士へ事件等の対応を依頼する場合は、原則として別途費用がかかります。）
※本キャンペーンは日本弁護士連合会の要請により実施するものであり、日本弁護士連合会の決定により、事前
の予告なしにキャンペーンを終了し、または実施期間を変更する場合があります。


